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時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用 （2024.4～）

現状

医師の働き方改革
これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される医療の
質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

【医師の長時間労働】

【労務管理が不十分】

【業務が医師に集中】

目指す姿 労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

地域間・診療科間の医師偏在の是正

医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

対策

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

一部、法改正で対応

＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）
・医師への周知啓発 等

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

医師の健康確保
面接指導

健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

法改正で対応

休息時間の確保面接指導年の上限時間医療機関に適用する水準

努力義務

義務

960時間（一般労働者と同程度）A

義務

1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

（医師を派遣する病院）連携B

（救急医療等）B

1,860時間
（臨床・専門研修）C-1

（高度技能の取得研修）C-2 1



Ｂ連携Ｂ
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２０２４年４月～ 医師にも時間外労働の上限規制が適用されます

２０２４年４月以降は、年９６０時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で

指定に係る業務に従事する医師 （ 連携 B ・ B ・ C 水準適用医師 ） のみ

一般則 2024年４月～ 将来

（暫定特例水準の解消（＝
2035年度末を目標）後）

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

（原則）
１か月45時間
１年360時間

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

C-1：臨床研修医・専攻医が、
研修プログラムに沿って基
礎的な技能や能力を取得す
る際に適用
※本人がプログラムを選択
C-2：医籍登録後の臨床従
事６年目以降の者が、高度
技能の育成が公益上必要
な分野について、指定され
た医療機関で診療に従事す
る際に適用

将来に向けて
縮減方向

地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準

（
医
療
機
関
を
指
定
）

Ａ：診療従事勤務医
に2024年度以降
適用される水準

連続勤務時間制限
28時間・勤務間イン
ターバル９時間の確
保・代償休息のセッ
ト（努力義務）

※実際に定める３６
協定の上限時間数
が一般則を超えな
い場合を除く。

連続勤務時間
制限28時間・勤
務間インターバ
ル９時間の確
保・代償休息の
セット（義務）

連続勤務時間制
限28時間・勤務間
インターバル９時
間の確保・代償休
息のセット（義務）

※臨床医につい
ては連続勤務時
間制限を強化して
徹底

連続勤務時間制限
28時間・勤務間イン
ターバル９時間の確
保・代償休息のセッ
ト（努力義務）

※実際に定める３６
協定の上限時間数
が一般則を超えな
い場合を除く。

Ｃ－１ Ｃ－２

※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下※この（原則）については医師も同様

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

Ａ
Ｃ－１ Ｃ－２

集
中
的
技
能
向
上
水
準

（
医
療
機
関
を
指
定
）

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間イ
ンターバル９
時間の確保・
代償休息の
セット（義務）



連 携 Ｂ ・ Ｂ 水 準
連携 B ・ B 水準は、地域医療の観点から必須とされる機能を果たすためにやむなく長時間労働となる医療機関を指定

【医療機能】
「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの」・

「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「５疾病・５事業」」双方の観点から、

特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
（例） 高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

【長時間労働の必要性】 ※ Ｂ水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られること。
上記機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。

i. 三次救急医療機関
ii. 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数1,000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」 かつ

「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
iii. 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
iv. 公共生徒不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関

（例） 精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急のみを提供する医療機関、へき地において中核的
な役割を果たす医療機関

【医療機能】
医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関

（例） 大学病院、地域医療支援病院等のうち当該役割を担うもの

【長時間労働の必要性】 ※ 連携Ｂ水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られること。
自院において予定される時間外・休日労働は年960時間以内であるが、上記機能を果たすために、やむなく、他の医療機関での勤務と
通算での予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。

（※連携Ｂ水準の指定のみを受けた場合の、個々の医療機関における３６協定での時間外・休日労働の上限は年960時間）

※なお、当該医療機関内で医師のどの業務がやむなく長時間労働となるかについては、３６協定締結時に特定する。したがって、当該医療機関に所属する全ての医師
の業務が当然に該当するわけではなく、医療機関は、当該医療機関が地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関として特定される事由となった「必須とされる機能」
を果たすために必要な業務が、当該医療機関における地域医療確保暫定特例水準の対象業務とされていることについて、合理的に説明できる必要がある。

Ｂ水準対象医療機関

連携Ｂ水準対象医療機関

3
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○令和６年４月以降の「医師労働時間短縮計画（案）」の作成
○医療機関勤務環境評価センター及び都道府県へ特例水準指定申請

書の提出（時短計画（案）を添付）
○医療機関勤務環境評価センターからの指摘（追加書類の提出等）へ

の対応
○時短計画（案）の確定及び実行

○医療機関からの特例水準の申請受付
○評価機能による評価結果の確認（労働時間短縮の取組が進んでいない

医療機関への支援）
○都道府県医療審議会の意見聴取（医療計画、地域医療構想、地域医療

対策協議会における議論との整合性の確認）
○特例水準の指定結果の公表及び医療機関勤務環境評価センターによる

評価結果の公表

都道府県が行う業務医療機関が行う業務

都道府県医療審議会
都道府県

医療機関勤務環境評価センター

医療機関

①時短計
画案提出

審査対応

②評価結果
通知

②評価結果通知

①時短計画案提出

⑤指定結果・評価結果公表
⑧指定取り消しの公示

③意見聴取
⑤時短計画・変更・不要届

④指定通知

⑥業務変更届

⑦指定取消通知
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医師の時間外労働規制に係る
特定労働管理対象機関の

指定申請について



医師の時間外労働規制に係る特定労働管理対象機関の指定申請
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特定労務管理対象機関の指定については、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かな
ければならないと改正後の医療法で定められていることから、指定の適否について御協議いた
だくものである。

○ 特定労務管理対象機関の指定について、次のとおり県内２病院から申請があった。

所在地医療機関名

秋田市広面字蓮沼４４番２国立大学法人 秋田大学医学部附属病院

秋田市南通みその町３番１５号社会医療法人明和会 中通総合病院



医師の時間外労働規制に係る特定労働管理対象機関の指定申請（概要）
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（１）国立大学法人秋田大学医学部附属病院

ア．指定を受けようとする特定労務管理対象機関の種別

イ．医療機関勤務環境評価センターの評価結果の概要

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が
進んでいる。

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしている。

ウ．指定の理由

① Ｂ水準

② 連携Ｂ水準

当該病院は高度救命救急センターであり、救急医療を提供するために医師をやむを
得ず長時間従事させる必要があり、地域の医療提供体制の構築方針と整合的である
と認められる
別紙１「Ｂ水準・審査基準」より、指定要件に全て該当している

当該病院は大学病院であり、地域の医療提供体制を維持するために、多くの医師を
各地域の医療機関へ派遣しており、派遣に伴い医師をやむを得ず長時間従事させる
必要があると認められる
別紙２「連携Ｂ水準・審査基準」より、指定要件に全て該当している

特定地域医療提供機関（ Ｂ 水準、連携 Ｂ 水準 ）

※指定事由 ： 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療



医師の時間外労働規制に係る特定労働管理対象機関の指定申請（概要）
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（２）社会医療法人明和会 中通総合病院

ア．指定を受けようとする特定労務管理対象機関の種別

イ．医療機関勤務環境評価センターの評価結果の概要

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が
進んでいる。

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしている。

ウ．指定の理由

① Ｂ水準

当該病院は救急告示病院であり、救急医療を提供するために医師をやむを得ず長時
間従事させる必要があり、地域の医療提供体制の構築方針と整合的であると認めら
れる
別紙１「Ｂ水準・審査基準」より、指定要件に全て該当している

特定地域医療提供機関（ Ｂ 水準 ）

※指定事由 ： 救急医療



医師の時間外労働規制に係る特定労働管理対象機関の指定申請（概要）
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別紙１ 「Ｂ水準・審査基準」

根拠法令等
適否

指定要件項目 中通総合
病院

秋田大学医学
部附属病院

新医療法第１１３条
第１項第１号

－適三次救急医療機関

１
適－

二次救急医療機関かつ「年間救急車受入台数1,000台以上又は年
間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」かつ「医療計画にお
いて５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられ
た医療機関」
※ 指定を受ける前年１月～１２月の実績を基本とする。

新医療法第１１３条
第３項第１号

適適

・労働時間短縮計画の案が、当該病院に勤務する医師その他関係
者の意見を聴いて作成されたものである。
・医師の労働時間の状況、労働が長時間にわたる医師の労働時間
の短縮に係る目標、医師の労務管理及び健康管理に関する事項、
労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項が全て
記載されている。

２

新医療法第１１３条
第３項第２号適適

必要な面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整
備されている。３

新医療法第１１３条
第３項第３号

適適
労働法制にかかる違反、その他の措置がない。４

医師の働き方改革の推進
に関する中間とりまとめ
（別紙参照）

適適
Ｂ水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計
画等）、地域医療構想と整合的であり、地域の医療提供体制全体と
しても医師の長時間労働を前提とせざるを得ない。

５

地域医療提供提供体制の確保の観点から、必須とされる医療機能を果たすために、当該医療機関内の
業務によりＡ水準（医療機関で診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の上限水準：年９６０時間）
を超えざるを得ない場合に適用される水準



医師の時間外労働規制に係る特定労働管理対象機関の指定申請（概要）
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別紙２ 「連携Ｂ水準・審査基準」

根拠法令等
適否

指定要件項目
秋田大学医学部附属病院

新医療法第１１８条
第１項

適

医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要
な役割を担う医療機関

１

新医療法第１１３条
第３項第１号

適

・労働時間短縮計画の案が、当該病院に勤務する医師その他関係
者の意見を聴いて作成されたものである。
・医師の労働時間の状況、労働が長時間にわたる医師の労働時間
の短縮に係る目標、医師の労務管理及び健康管理に関する事項、
労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項が全て
記載されている。

２

新医療法第１１３条
第３項第２号適

必要な面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整
備されている。３

新医療法第１１３条
第３項第３号

適
労働法制にかかる違反、その他の措置がない。４

医師の働き方改革の推進
に関する中間とりまとめ
（別紙参照）

適
連携Ｂ水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医
療計画等）、地域医療構想と整合的であり、地域の医療提供体制全
体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ない。

５

地域医療提供提供体制を確保するために、医師の派遣を行う必要があり、副業・兼業先での
労働時間を通算するとＡ水準を超えざるを得ない場合に適用される水準。


